
Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 

第１章 総則 
 

第１条〜第２条 （略） 
 
（⽤語の定義） 
第３条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

⽤  語 ⽤  語  の  意  味 
（略） （略） 
20 フリーコース 定期契約であって、当社が定める期間が経過した後、定期契約に係る解約⾦の⽀払い

を要さないもの 
21〜44 （略） （略） 

 
第２章 （略） 
 
第３章 Ｘｉ契約 

 
第６条〜第 18 条 （略） 
 
（定期契約の満了） 
第 19 条 定期契約は、当社がその定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉の初⽇（契約者回線

の提供を開始した⽇が暦⽉の初⽇となる場合はその⽇とします。以下この条において「起算⽇」といいます。）から起算して２年が経過
することとなる⽇をもって満了となります。 

２ 前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡに係る１年定期契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この条に
おいて同じとします。）の解除と同時に新たに締結したＸｉに係る定期契約は、契約の解除があった１年定期契約に係る起算⽇から
起算して２年が経過することとなる⽇をもって満了となります。 

３ 第１項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡに係る２年定期契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいい、当社が定めるも
のに限ります。）⼜は第２種定期契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この条において同じとしま
す。）の解除と同時に新たに締結した定期契約は、契約の解除があったそのＦＯＭＡに係る２年定期契約若しくは第２種定期契
約に係る起算⽇から起算して２年が経過することとなる⽇をもって満了となります。 

 
 
 
 
４ 第１項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料⾦表第１表第３（通信料）の１の(8)の４に定

めるものをいいます。）が２年を超えているＦＯＭＡ契約者⼜はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る第１種⼀般契約若しくは第２
種⼀般契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）⼜はＸｉ契約に係る⼀般契約の解除と同時に新たに締結
した定期契約は、その契約の解除があった⽇を含む暦⽉の初⽇から起算して２年が経過することとなる⽇をもって満了となります。 

５〜６ （略） 

 
第１章 総則 

 
第１条〜第２条 （略） 
 
（⽤語の定義） 
第３条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

⽤  語 ⽤  語  の  意  味 
（略） （略） 
 
 

 

20〜43 （略） （略） 
 

第２章 （略） 
 

第３章 Ｘｉ契約 
 

第６条〜第 18 条 （略） 
 

 （定期契約の満了） 
第 19 条 定期契約は、当社がその定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉の初⽇（契約者回線

の提供を開始した⽇が暦⽉の初⽇となる場合はその⽇とします。以下この条において「起算⽇」といいます。）から起算して２年が経過
することとなる⽇をもって満了となります。 

２ 前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡに係る１年定期契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この条に
おいて同じとします。）の解除と同時に新たに締結したＸｉに係る定期契約（総合利⽤プランに係るものに限ります。）は、契約の解
除があった１年定期契約に係る起算⽇から起算して２年が経過することとなる⽇をもって満了となります。 

３ 第１項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定する総合利⽤プランに係るものに限ります。）に係る２
年定期契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。）⼜は第２種定期契約
（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定する総合利⽤プランに係るものに限ります。）の解除と同時に新たに締結した定期契約（総合
利⽤プランに係るものに限ります。）は、契約の解除があったそのＦＯＭＡに係る２年定期契約若しくは第２種定期契約に係る起算
⽇から起算して２年が経過することとなる⽇をもって満了となります。 

４ 第１項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡに係る第２種定期契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するデータ専⽤プランに係るも
のに限ります。）の解除と同時に新たに締結した定期契約（データ専⽤プランに係るものに限ります。）は、契約の解除があったＦＯ
ＭＡに係る第２種定期契約に係る起算⽇から起算して２年が経過することとなる⽇をもって満了となります。 

 
 
 

 
５〜６ （略） 



 
（定期契約の満了に伴う契約の更新等） 
第20条 定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに⼀般契約⼜は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間（以下「更

新期間」といいます。）中に、当社に申し出ていただきます。 
２〜３ （略） 
 
（定期契約者が⾏うフリーコースの選択） 
第 20 条の２ 当社は、定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、更新期間中である場合に限り、その申出を承諾しま

す。 
2  当社は、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料⾦表第１表第３（通信料）の１の(8)の

４に定めるものをいいます。）が２年を超えているＦＯＭＡ契約者⼜はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る第１種⼀般契約若しく
は第２種⼀般契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）⼜はＸｉ契約に係る⼀般契約の解除と同時に新た
に定期契約を締結する場合において、定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その⼀般契約の解除があった⽇を
含む暦⽉の初⽇から起算して翌暦⽉の末⽇までの間に限り、その申出を承諾します。 

３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、そのフリーコースを選択する申出を承諾しません。 
(1) その契約者名義が法⼈（法⼈に相当するものと当社が認めるものを含みます。）であるとき。 
(2) そのＸｉに係る基本使⽤料の料⾦種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）、

Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉデータプラン（ＳＩＭフリー）⼜はＸｉデータプラン（ルータ
ー）以外であるとき。 

(3) そのＸｉに係る共有回線群の共有代表回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１の(8)の３に規定するものをいいます。以
下この条において同じとします。）がフリーコースを選択していないとき。 

４ 当社は、契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その申出を当社が承諾した⽇を含む暦⽉の翌暦⽉からフリーコースを
適⽤します。 

５ 当社は、契約者からフリーコースを廃⽌する申出があったときは、その申出を当社が承諾した⽇にフリーコースの適⽤を廃⽌します。 
６ 当社は、フリーコースを選択している契約者から定期契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡ契約に係る第２種定期契約（ＦＯＭ

Ａサービス契約約款に規定するものをいいます。）を締結する申出があったときは、そのＦＯＭＡ契約に係る第２種定期契約におい
て、フリーコースを選択する場合に限り、その申出を承諾します。 

 
第 21 条 （略） 
 

第４章 Ｘｉユビキタス契約 
 

第 21 条の２〜第 21 条の 18 （略） 
 

 （その他の提供条件） 
第 21 条の 19 その他の提供条件（Ｘｉの電話番号保管、定期契約者が⾏うフリーコースの選択、料⾦表及び別表に定めるものを除

きます。）については、Ｘｉの場合に準ずるものとします。 
ただし、Ｘｉの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
第４章の２〜第８章 （略） 

 
 
 

 
（定期契約の満了に伴う契約の更新等） 
第 20 条 定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに⼀般契約⼜は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間中に、当社

に申し出ていただきます。 
２〜３ （略） 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 21 条 （略） 
 

第４章 Ｘｉユビキタス契約 
 
第 21 条の２〜第 21 条の 18 （略） 
 

 （その他の提供条件） 
第21条の19 その他の提供条件（Ｘｉの電話番号保管、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、Ｘｉの場合に準

ずるものとします。 
ただし、Ｘｉの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
第４章の２〜第８章 （略） 

 
 
 



 
第９章 通信 
 

第１節 （略） 
第２節  通信利⽤の制限 
 

（通信利⽤の制限） 
第 45 条 Ｘｉサービス及びＦＯＭＡサービス並びに回線卸Ｘｉ及び回線卸ＦＯＭＡ（卸携帯電話サービス契約約款に規定する

ものをいいます。以下同じとします。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この
場合において、当社は、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、
通信若しくは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を
内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表５（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲げる機関に提供しているＸｉサービス
（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置（特定の地域の契約者
回線等への通信を中⽌する措置を含みます。）をとることがあります。 

２〜５ （略） 
６ 当社は、前５項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪⾏為若しくはその他法令に違反する⾏為により取得された⼜は当

社のケータイ補償お届けサービスご利⽤規約、ケータイ補償サービスご利⽤規約若しくはケータイ補償サービス for iPhone＆iPad ご利
⽤規約（以下この条において「ケータイ補償お届けサービスご利⽤規約等」といいます。）に規定する旧電話機（その端末設備の購
⼊⽇から起算して当社が定める期間内に、ケータイ補償お届けサービスご利⽤規約等の規定に基づき補償対象となったものに限りま
す。）であると判断し⼜は代⾦債務（端末設備に係る分割⽀払⾦、割引⾦額及びその違約⾦等、Ｘｉサービス取扱所における端
末設備の購⼊に係る債務をいいます。）の履⾏が為されていない⼜は履⾏が為されない恐れがあると当社が判断して取扱所交換設
備に登録した⾃営端末設備が、契約者回線に接続されたときは、その⾃営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利⽤を
制限する措置をとることがあります。 

７〜８ （略） 
（注）（略） 
 
第 46 条〜第 46 条の２ （略） 
 

第３節 （略） 
 

第 10 章〜第 14 章 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第９章 通信 
 

第１節 （略） 
第２節  通信利⽤の制限 
 

（通信利⽤の制限） 
第 45 条 Ｘｉサービス及びＦＯＭＡサービス並びに回線卸Ｘｉ及び回線卸ＦＯＭＡ（卸携帯電話サービス契約約款に規定する

ものをいいます。以下同じとします。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この
場合において、当社は、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、
通信若しくは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を
内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表５（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲げる機関に提供しているＸｉサービス
（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置（特定の地域の契約者
回線等への通信を中⽌する措置を含みます。）をとることがあります。 

２〜５ （略） 
６ 当社は、前５項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪⾏為若しくはその他法令に違反する⾏為により取得された⼜は当

社のケータイ補償お届けサービスご利⽤規約、ケータイ補償サービスご利⽤規約⼜はケータイ補償サービス for iPhone＆iPad ご利⽤
規約（以下この条において「ケータイ補償お届けサービスご利⽤規約等」といいます。）に規定する旧電話機（その端末設備の購⼊
⽇から起算して当社が定める期間内に、ケータイ補償お届けサービスご利⽤規約等の規定に基づき補償対象となったものに限りま
す。）であると当社が判断して取扱所交換設備に登録した⾃営端末設備が、契約者回線に接続されたときは、その⾃営端末設備が
接続された契約者回線からの通信の利⽤を制限する措置をとることがあります。 

 
 

７〜８ （略） 
（注）（略） 
 
第 46 条〜第 46 条の２ （略） 
 

第３節 （略） 
 

第 10 章〜第 14 章 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 基本使⽤料 
  １ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1) Ｘｉの基本使⽤
料の適⽤ 

ア〜サ （略） 
シ  Ｘｉ契約者は、⼀般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結、定期契約の解除と同時に新た

に⼀般契約を締結、総合利⽤プランに係る定期契約の解除と同時に新たにデータ専⽤プランに係る定
期契約を締結、データ専⽤プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総合利⽤プランに係る定期契
約を締結、フリーコースを選択若しくは廃⽌⼜は基本使⽤料の料⾦種別を変更する場合であって、当
該⽉におけるＸｉ契約の締結、フリーコースの選択若しくは廃⽌及び料⾦種別の変更の合計回数が
当社が別に定める回数を超えるときは、第５（⼿続きに関する料⾦）に規定する⼿続きに関する料⾦
の⽀払いを要します。  

ス〜チ （略） 
（略） （略） 
(4)の２ Ｕ25 応援割
の適⽤ 

ア （略） 
イ  本割引の選択に係る申出を⾏うことができる者は、総合利⽤プラン（Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩ

Ｍフリー）を除きます。）及び第３（通信料）の１の(8)の２に規定するデータ定額パック（ビジネス
シェアパックを除きます。以下この欄において同じとします。）を選択しているＸｉ契約者であって、次の
いずれかに該当する者に限ります。 
(ア)  満 26 歳に満たない者であって、⼀般契約⼜は定期契約を締結している者。 
 
 
(イ)  （略） 

ウ〜ケ （略） 
 ２ （略） 
 
第２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 基本使⽤料 
  １ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1) Ｘｉの基本使⽤
料の適⽤ 

ア〜サ （略） 
シ  Ｘｉ契約者は、⼀般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結、定期契約の解除と同時に新た

に⼀般契約を締結、総合利⽤プランに係る定期契約の解除と同時に新たにデータ専⽤プランに係る定
期契約を締結、データ専⽤プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総合利⽤プランに係る定期契
約を締結⼜は基本使⽤料の料⾦種別を変更する場合であって、当該⽉におけるＸｉ契約の締結及
び料⾦種別の変更の合計回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第５（⼿続きに関する料
⾦）に規定する⼿続きに関する料⾦の⽀払いを要します。  

 
ス〜チ （略） 

（略） （略） 
(4)の２ Ｕ25 応援割
の適⽤ 

ア （略） 
イ  本割引の選択に係る申出を⾏うことができる者は、総合利⽤プラン（Ｘｉカケホーダイプラン（ＳＩ

Ｍフリー）を除きます。）及び第３（通信料）の１の(8)の２に規定するデータ定額パック（ビジネス
シェアパックを除きます。以下この欄において同じとします。）を選択しているＸｉ契約者であって、次の
いずれかに該当する者に限ります。 
(ア)  満 26 歳に満たない者であって、⼀般契約（その契約に係るＸｉが、(2)に規定する⾝体障が

い者等割引の適⽤を受けているものに限ります。以下この欄において同じとします。）⼜は定期契約
を締結している者。 

(イ)  （略） 
ウ〜ケ （略） 

 ２ （略） 
 
第２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
第３ 通信料 
  １ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(略) （略） 
(8)の３ データ定額
パックに係るデータ定
額共有 

ア （略） 
イ  データ定額共有とは、共有回線群（ウに規定する共有代表回線及びオに規定する共有対象回線によ

り構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ、Ｘｉユビキタス
（第２種Ｘｉユビキタス契約に係るものに限ります。）、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限りま
す。）及びＦＯＭＡユビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。）に係る累計課
⾦対象データ量を合算して、ウに規定する共有代表回線に係る契約者が選択しているデータ定額パックを
適⽤する取扱いをいいます。 

ウ （略） 
エ  前項の規定にかかわらず、共有回線群の共有代表回線がフリーコースを選択している場合を除き、フリー

コースを選択している共有対象回線との間で共有回線群を構成することができません。 
オ  データ定額共有における共有対象回線とは、共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するＸｉ、

Ｘｉユビキタス（第２種Ｘｉユビキタス契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）、
ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）及びＦＯＭＡユビキ
タス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）のことを
いいます。 

カ （略） 
キ  カの規定にかかわらず、シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、

１の共有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、当社は、共有代表回線
に係る契約者が、共有代表回線と同⼀のシングルパックを選択したものとみなして取扱います。 

ク  カ⼜はキの規定により選択したシングルパック等に係る定額通信料については、共有代表回線との間の
データ定額共有を選択している期間において、その⽀払いを要しません。 

ケ （略） 
コ  データ定額共有の開始は、カ⼜はキに規定する申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から

とします。 
   ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉から適⽤します。 

(ア) Ｘｉ契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額共有を選択した場合であって、カ⼜はキ
の規定によりその共有代表回線を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及
びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていないとき。 

(イ) （略）  
サ〜シ （略） 
ス  シに規定する定額通信料については⽇割しません。 

 ただし、Ｘｉを利⽤することができない期間があった場合の取扱いについては、Ｘｉの基本使⽤料の取
扱いに準ずるものとします。 

セ  スの規定にかかわらず、料⾦⽉の初⽇以外にＸｉ契約の締結（当社が提供する電気通信サービスに
係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があったとき
は、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、その選択があ
った⽇から当該料⾦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 
 ただし、当該料⾦⽉の末⽇までにそのデータ定額パックの廃⽌若しくは区分の変更⼜は共有代表回線の

 
第３ 通信料 
  １ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(略) （略） 
(8)の３ データ定額パ
ックに係るデータ定額共
有 

ア （略） 
イ  データ定額共有とは、共有回線群（ウに規定する共有代表回線及びオに規定する共有対象回線に

より構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ、Ｘｉユビキタス
（第２種Ｘｉユビキタス契約に係るものに限ります。）、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限りま
す。）及びＦＯＭＡユビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。）に係る累計
課⾦対象データ量を合算して、ウに規定する共有代表回線に係る契約者が選択しているデータ定額パ
ックを適⽤する取扱いをいいます。 

ウ （略） 
 
 
エ  データ定額共有における共有対象回線とは、共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するＸ

ｉ、Ｘｉユビキタス（第２種Ｘｉユビキタス契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとしま
す。）、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。）及びＦＯ
ＭＡユビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとしま
す。）のことをいいます。 

オ （略） 
カ  オの規定にかかわらず、シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するとき

は、１の共有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、当社は、共有代表
回線に係る契約者が、共有代表回線と同⼀のシングルパックを選択したものとみなして取扱います。 

キ  オ⼜はカの規定により選択したシングルパック等に係る定額通信料については、共有代表回線との間
のデータ定額共有を選択している期間において、その⽀払いを要しません。 

ク （略） 
ケ  データ定額共有の開始は、オ⼜はカに規定する申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉

からとします。 
 ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉から適⽤します。 
(ア) Ｘｉ契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額共有を選択した場合であって、オ⼜

はカの規定によりその共有代表回線を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯ
ＭＡ及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていないとき。 

(イ) （略）  
コ〜サ （略） 
シ  サに規定する定額通信料については⽇割しません。 

 ただし、Ｘｉを利⽤することができない期間があった場合の取扱いについては、Ｘｉの基本使⽤料の
取扱いに準ずるものとします。 

ス  シの規定にかかわらず、料⾦⽉の初⽇以外にＸｉ契約の締結（当社が提供する電気通信サービス
に係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があっ
たときは、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、その
選択があった⽇から当該料⾦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 
 ただし、当該料⾦⽉の末⽇までにそのデータ定額パックの廃⽌若しくは区分の変更⼜は共有代表回



変更があったときはこの限りでありません。 
ソ  当社は、第１（基本使⽤料）の(4)の２に規定するＵ25 応援割の適⽤を受けているＸｉが、オに規

定する共有対象回線であるときは、その適⽤を受ける料⾦⽉の初⽇（Ｕ25応援割の選択に係る申出の
承諾を受けた⽇を含む料⾦⽉については、その承諾を受けた⽇）において、共有代表回線に係る契約者
が選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量に、１ＧＢを加算します。 

タ〜ツ （略） 
テ  当社は、共有回線群に属するＸｉに係る契約者からデータ定額共有を廃⽌する申出があった場合の

ほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃⽌します。この場合において、その廃⽌のあ
ったＸｉが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回線を指定していいただき
ます。 
(ア)〜 (イ) （略）  
(ウ) チの(ウ)、ヌの(ウ)⼜はネの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 
(エ) （略） 

ト  テの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属する共
有対象回線とのデータ定額共有を廃⽌します。この場合において、共有代表回線に係る契約者は、その
データ定額共有の廃⽌に係る紛議が⽣じたときは、当事者間において問題を解決していただきます。 

 
ナ  テの規定により廃⽌のあったＸｉ⼜はＸｉユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃⽌があった⽇

を含む料⾦⽉までデータ定額共有の対象とし、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から(8)の２
のウ⼜はオの規定により選択したシングルパック等を適⽤します。 
 ただし、その廃⽌があった⽇からその廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の末⽇までの間にデータ定額パックに係
る区分の変更⼜はデータ定額パックの廃⽌があったときは、この限りでありません。 

ニ  アからナの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略） 

ヌ  アからナの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略）  

ネ  アからナの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(イ) （略）  

ノ （略） 
ハ  ノに規定するほか、分割請求の適⽤は次の(ア)から(オ)に定めるところによります。 

(ア)〜(オ) （略） 
(8)の４ データ定額
パックに係る定額通
信 料 の ⽉ 極 割 引
（ずっとドコモ割）の
適⽤ 

ア  当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＸｉに係る定額通信料について、当該料⾦⽉のそのＸ
ｉ契約に係る経過期間に応じて、次の(ア)⼜は(イ)に定める額の割引を適⽤します。 
 ただし、契約者が第 20 条の２（定期契約者が⾏うフリーコースの選択）の規定により料⾦⽉の末⽇に
フリーコースを選択している場合は、この限りでありません。 

(ア) (イ)以外のもの 

経過期間 定額料の減額（⽉額） 

線の変更があったときはこの限りでありません。 
セ  当社は、第１（基本使⽤料）の(4)の２に規定するＵ25 応援割の適⽤を受けているＸｉが、エに

規定する共有対象回線であるときは、その適⽤を受ける料⾦⽉の初⽇（Ｕ25 応援割の選択に係る
申出の承諾を受けた⽇を含む料⾦⽉については、その承諾を受けた⽇）において、共有代表回線に係
る契約者が選択しているデータ定額パックに係る定額上限データ量に、１ＧＢを加算します。 

ソ〜チ （略） 
ツ  当社は、共有回線群に属するＸｉに係る契約者からデータ定額共有を廃⽌する申出があった場合

のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃⽌します。この場合において、その廃⽌
のあったＸｉが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回線を指定していい
ただきます。 
(ア)〜(イ) （略） 
(ウ) タの(ウ)、ニの(ウ)⼜はヌの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 
(エ) （略） 

テ  ツの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属す
る共有対象回線とのデータ定額共有を廃⽌します。この場合において、共有代表回線に係る契約者
は、そのデータ定額共有の廃⽌に係る紛議が⽣じたときは、当事者間において問題を解決していただき
ます。 

ト  ツの規定により廃⽌のあったＸｉ⼜はＸｉユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃⽌があった
⽇を含む料⾦⽉までデータ定額共有の対象とし、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から
(8)の２のウ⼜はオの規定により選択したシングルパック等を適⽤します。 
 ただし、その廃⽌があった⽇からその廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の末⽇までの間にデータ定額パックに
係る区分の変更⼜はデータ定額パックの廃⽌があったときは、この限りでありません。 

ナ  アからトの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略）  

ニ アからトの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略）  

ヌ アからトの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(イ) （略） 

ネ （略） 
ノ ネに規定するほか、分割請求の適⽤は次の(ア)から(オ)に定めるところによります。 

(ア)〜(オ) （略）  
(8)の４ データ定額パ
ックに係る定額通信料
の⽉極割引（ずっとドコ
モ割）の適⽤ 

ア 当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＸｉに係る定額通信料について、当該料⾦⽉のそのＸ
ｉ契約に係る経過期間に応じて、次の(ア)⼜は(イ)に定める額の割引を適⽤します。 
 
 
(ア) (イ)以外のもの 

経過期間 定額料の減額（⽉額） 



 シェアパック５ 

(⼩容量）及び

ビジネスシェアパ

ッ ク ５ （ ⼩容

量） 

シェアパック10 

(⼩容量）⼜は

ビジネスシェアパ

ック10 

シェアパック15 

(標準）⼜はビ

ジネスシェアパッ

ク15 

シェアパック20 

(⼤容量）⼜は

ビジネスシェアパ

ック20 

シェアパック30 

(⼤容量）⼜は

ビジネスシェアパ

ック30 

48か⽉超え96か⽉

まで 

100円 400円 600円 800円 1,000円

96か⽉超え120か

⽉まで 

200円 600円 800円 1,000円 1,200円

120か⽉超え180

か⽉まで 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円

180か⽉超 800円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円

(イ) シングルパック⼜はらくらくパックに係るもの 

経過期間 定額料の減算（⽉額） 

データＳパック（⼩

容量）⼜はらくらくパ

ック 

デ ー タ Ｍ パ ッ ク （ 標

準） 

データＬパック（⼤

容量） 

48か⽉超え96か⽉

まで 

－ 100円 200円 

96か⽉超え120か⽉

まで 

－ 200円 400円 

120か⽉超え180か

⽉まで 

－ 600円 600円 

180か⽉超 600円 800円 800円 

イ〜エ （略） 
２ （略） 
 
 
 
 
 
 

 シェアパック５

(⼩容量）及び

ビジネスシェアパ

ッ ク ５ （ ⼩容

量） 

シェアパック10 

(⼩容量）⼜は

ビジネスシェアパ

ック10 

シェアパック15 

(標準）⼜はビ

ジネスシェアパッ

ク15 

シェアパック20 

(⼤容量）⼜は

ビジネスシェアパ

ック20 

シェアパック30 

(⼤容量）⼜は

ビジネスシェアパ

ック30 

72か⽉超え96か⽉

まで 

― 300円 300円 600円 800円 

96か⽉超え120か

⽉まで 

― 600円 600円 800円 1,000円 

120か⽉超え180

か⽉まで 

600円 800円 800円 1,000円 1,500円 

180か⽉超 800円 1,000円 1,000円 1,500円 2,000円 

(イ) シングルパック⼜はらくらくパックに係るもの 

経過期間 定額料の減額（⽉額） 

 データＳパック（⼩容量）⼜はらくら

くパック 

データＭパック（標準）⼜はデータ

Ｌパック（⼤容量） 

120か⽉超え180か⽉まで － 600円 

180か⽉超 600円 800円 

 
 
 
 
 
 
イ〜エ （略） 

２ （略） 
 
 
 
 
 



 
第４ 定期契約等に係る解約⾦ 
  １ 適⽤ 
定 期 契 約 等 に 係 る 解 約 ⾦ 
(1) 削 除  
(2) 定期契約等に係る
解約⾦の適⽤除外 

ア  契約者は、次の場合には２（料⾦額）の規定にかかわらずその定期契約等に係る解約⾦の⽀払いを
要しません。 
(ア)〜(カ) （略）  
(キ) 第22条の２（定期契約者が⾏うフリーコースの選択）に規定するフリーコースを選択している契約者

に係る定期契約の解除があったとき。 
(ク) 契約期間が起算⽇（第 19 条（定期契約の満了）に規定するものをいいます。）から起算して２

年を超えている第２種Ｘｉユビキタス定期契約の解除があったとき。 
(ケ) ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料⾦表第１表第３の１（適⽤）の(8)の４に定

めるものをいいます。）が２年を超えているＦＯＭＡ契約者⼜はＸｉ契約者からＦＯＭＡ契約に係る
第１種⼀般契約若しくは第２種⼀般契約（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。）
⼜はＸｉ契約に係る⼀般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結した場合であって、その⼀般契約
の解除があった⽇を含む暦⽉の初⽇から起算して翌暦⽉の末⽇までの間に新たに締結した定期契約の
解除があったとき。 

 イ〜キ （略） 
  

第５〜第７ （略） 
 

第２表〜第６表 （略） 
 

別表１〜別表７ （略） 
 

別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 
１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通
話モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電
気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 
第４ 定期契約等に係る解約⾦ 
  １ 適⽤ 
定 期 契 約 等 に 係 る 解 約 ⾦ 
(1) 削 除  
(2) 定期契約等に係る解約
⾦の適⽤除外 

ア  契約者は、次の場合には２（料⾦額）の規定にかかわらずその定期契約等に係る解約⾦の⽀払
いを要しません。 
(ア)〜 (カ) （略）  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ〜キ （略） 
  

第５〜第７ （略） 
 
第２表〜第６表 （略） 

 
別表１〜別表７ （略） 
 
別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通話
モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通
信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 



ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ベルギー王国 Telenet Group BVBA （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

ORANGE Belgium nv/SA 
（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

エジプト・アラブ共
和国 

Orange Egypt for 

Telecommunications （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ベルギー王
国 

BASE Company nv/sa 
（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Mobistar S.A 
（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

エジプト・アラブ
共和国 

The Egyptian Company for 

Mobile Service （略） （略） （略） （略） 



（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 28 年 7 ⽉ 31 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 
提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 

 

２ （略） 

別表９ （略） 
 
 
 附 則（平成 28 年５⽉ 31 ⽇経企第 254 号） 
  （実施期⽇） 
 １  この改正規定は、平成 28 年６⽉１⽇から実施します。 
  （経過期間） 
 ２  この改正規定実施前に、⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＸｉサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおりと

します。 
（その他） 

 ３  経企第 1689 号（平成 28 年１⽉ 20 ⽇）の附則第３項を次のように改めます。 
３  この附則実施の⽇から平成 28 年５⽉ 31 ⽇までの間において、Ｘｉサービス取扱所において当社が定める端末設備をＸｉ契

約者若しくはその関係者が購⼊した場合⼜は当社が定める端末設備を購⼊する申出（Ｘｉ契約者の責めによらない理由により、
平成 28 年 5 ⽉ 31 ⽇までの間にその端末設備を購⼊できない場合に限ります。）があった場合であって、平成 28 年６⽉ 30 ⽇
までの間に、基本使⽤料の料⾦種別が、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）⼜はＸｉカケホーダイライトプラン（料⾦表第１
表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(1)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）に係る定期契約
⼜は⼀般契約（⾝体障がい者等割引（料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(2)に規定するものをいいま
す。）の適⽤を受けているものに限ります。）のＸｉが次の(1)、(2)及び(3)⼜は(4)に定める条件を満たしていることを当社が確
認したときは、当社は、ドコモの学割 2016（(3)⼜は(4)の申出により、ファミリーシングルパック⼜はファミリーシェアパックの適⽤が開
始される⽇（以下この附則において「適⽤開始⽇」といいます。）から、適⽤開始⽇を含む暦⽉の翌暦⽉から起算して 11 暦⽉の
間のＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）の基本使⽤料について 800 円を減額する取扱い、及び適⽤開始⽇を含む料⾦⽉か
ら起算して 35 料⾦⽉の間、そのＸｉに係るファミリーシングルパック⼜はファミリーシェアパックの定額上限データ量（料⾦表第１表
第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の２に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）に５ＧＢを加算する
取り扱いをいいます。以下この附則において同じとします。）を適⽤します。 
(1) Ｘｉサービス取扱所において当社が別に定める端末設備をＸｉ契約者⼜はその関係者が購⼊すること。 

ただし、既にＸｉサービス取扱所において端末設備を購⼊している場合は、その購⼊があった⽇から起算して当社が別に定め
る期間を経過している場合に限ります。 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 28 年 6 ⽉ 30 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 
提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 

 

２ （略） 

別表９ （略） 
 



(2) Ｕ25 応援割（料⾦表第１表第１（基本使⽤料）の１（適⽤）の(4)の２に規定するものをいいます。以下この附則にお
いて同じとします。）の適⽤を受けること。 

(3) ファミリーシングルパック（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の２に規定するものをいい、データ S パック（⼩
容量）を除きます。以下この附則において同じとします。）⼜はファミリーシェアパック（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適
⽤）の(8)の２に規定するものをいい、シェアパック 10（⼩容量）を除きます。以下この附則において同じとします。）を選択する
こと。 

(4) 共有対象回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定するものをいいます。以下この附則におい
て同じとします。）となる場合であって、その共有回線群（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）の(8)の３に規定する
ものをいいます。以下この附則において同じとします。）に係る共有代表回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１（適⽤）
の(8)の３に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）の契約者がファミリーシングルパック⼜はファミリーシェ
アパックを選択していること。 

 
 

 



Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 

第１章 総則 
 

第１条〜第２条 （略） 
 
（⽤語の定義） 
第３条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

⽤  語 ⽤  語  の  意  味 
（略） （略） 
36 フリーコース 第２種定期契約であって、当社が定める期間が経過した後、その契約に係る解約⾦の

⽀払いを要さないもの 
37〜64 （略） （略） 

 
第２章 （略） 

 
第３章 ＦＯＭＡ契約 
 

第１節〜第２節 （略） 
 
第３節 第１種定期契約 
 

第 20 条〜第 21 条の２ （略） 
 
（第１種定期契約の満了） 
第 22 条 第１種定期契約は、当社がその第１種定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉の初⽇

（契約者回線の提供を開始した⽇が暦⽉の初⽇となる場合はその⽇）から起算して次表に規定する期間が経過することとなる⽇をも
って満了となります。 

 
区   分 期      間 
１年定期契約 １年 
２年定期契約 ２年 
 
２〜４ （略） 

 
（第１種定期契約の満了に伴う契約の更新等） 
第 23 条 第１種定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに⼀般契約⼜は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間（以

下「更新期間」といいます。）中に、当社に申し出ていただきます。 
２〜３ （略） 

 

 
第１章 総則 

 
第１条〜第２条 （略） 
 
（⽤語の定義） 
第３条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

⽤  語 ⽤  語  の  意  味 
（略） （略） 
 
 

 

28〜63 （略） （略） 
 

第２章 （略） 
 

第３章 ＦＯＭＡ契約 
 

第１節〜第２節 （略） 
 
第３節 第１種定期契約 
 

第 20 条〜第 21 条の２ （略） 
 
（第１種定期契約の満了） 
第 22 条 第１種定期契約は、当社がその第１種定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉の初

⽇（契約者回線の提供を開始した⽇が暦⽉の初⽇となる場合はその⽇）から起算して次表に規定する期間が経過することとなる
⽇をもって満了となります。 

 
区   分 期      間 
１年定期契約 １年 
２年定期契約 ２年 
 
２〜４ （略） 

 
（第１種定期契約の満了に伴う契約の更新等） 
第 23 条 第１種定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに⼀般契約⼜は定期契約を締結するときは、当社が指定する期間

中に、当社に申し出ていただきます。 
２〜３ （略） 
 



 
第 23 条の２ （略） 
 

第４節 （略） 
 
第５節 第２種定期契約 

 
（第２種定期契約の満了） 
第 23 条の 14 第２種定期契約は、当社がその第２種定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉の初

⽇（契約者回線の提供を開始した⽇が暦⽉の初⽇となる場合はその⽇）から起算して２年が経過することとなる⽇をもって満了となり
ます。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１種定期契約（総合利⽤プランに係るものに限ります。）の解除と同時に新たに締結したＦＯＭＡに
係る第２種定期契約は、契約の解除があったその第１種定期契約に係る起算⽇から起算して２年が経過することとなる⽇をもって満
了となります。 

３ 第１項の規定にかかわらず、Ｘｉに係る定期契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいい、当社が別に定めるものに限りま
す。）の解除と同時に新たに締結したＦＯＭＡに係る第２種定期契約は、契約の解除があったＸｉに係る定期契約に係る起算⽇か
ら起算して２年が経過することとなる⽇をもって満了となります。 

４ 第１項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料⾦表第１表第３（通信料）の１の(7)の５に定め
るものをいいます。）が２年を超えているＦＯＭＡ契約者⼜はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る第１種⼀般契約若しくは第２種
⼀般契約⼜はＸｉ契約に係る⼀般契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）の解除と同時に新たに締結した第２
種定期契約は、その契約の解除があった⽇を含む暦⽉の初⽇から起算して２年が経過することとなる⽇をもって満了となります。 

４〜５ （略） 
 

第 23 条の 15 （略） 
 
（定期契約者が⾏うフリーコースの選択） 
第 2３条の 16 当社は、第２種定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、更新期間中である場合に限り、その申出を

承諾します。 
2  当社は、前項の規定にかかわらず、ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料⾦表第１表第３（通信料）の１の(7)の

５に定めるものをいいます。）が２年を超えているＦＯＭＡ契約者⼜はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契約に係る第１種⼀般契約若しくは
第２種⼀般契約⼜はＸｉ契約に係る⼀般契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）の解除と同時に新たに定期
契約を締結する場合において、第２種定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その⼀般契約の解除があった⽇を含
む暦⽉の初⽇から起算して翌暦⽉の末⽇までの間に限り、その申出を承諾します。 

３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、そのフリーコースを選択する申出を承諾しません。 
(1) その契約者名義が法⼈（法⼈に相当するものと当社が認めるものを含みます。）であるとき。 
(2) そのＦＯＭＡに係る基本使⽤料の料⾦種別がＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、ＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケー

タイ）、ＦＯＭＡデータプラン（スマホ／タブ）⼜はＦＯＭＡデータプラン（ルーター）以外であるとき。 
(3) そのＦＯＭＡに係る共有回線群の共有代表回線（料⾦表第１表第３（通信料）の１の(7)の４に規定するものをいいま

す。）がフリーコースを選択していないとき。 
４ 当社は、第２種定期契約者からフリーコースを選択する申出があったときは、その申出を当社が承諾した⽇を含む暦⽉の翌暦⽉からフ

リーコースを適⽤します。 
５ 当社は、第２種定期契約者からフリーコースを廃⽌する申出があったときは、その申出を当社が承諾した⽇にフリーコースの適⽤を廃⽌

します。 

 
第 23 条の２ （略） 
 

第４節 （略） 
 

第５節 第２種定期契約 
 
（第２種定期契約の満了） 
第 23 条の 14 第２種定期契約は、当社がその第２種定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉

の初⽇（契約者回線の提供を開始した⽇が暦⽉の初⽇となる場合はその⽇）から起算して２年が経過することとなる⽇をもって満
了となります。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１種定期契約（総合利⽤プランに係るものに限ります。）の解除と同時に新たに締結したＦＯＭＡ
に係る第２種定期契約（総合利⽤プランに係るものに限ります。）は、契約の解除があったその第１種定期契約に係る起算⽇か
ら起算して２年が経過することとなる⽇をもって満了となります。 

３ 第１項の規定にかかわらず、定期契約（Ｘｉサービス契約約款に規定する総合利⽤プランに係るものに限ります。）の解除と同
時に新たに締結したＦＯＭＡに係る第２種定期契約（総合利⽤プランに係るものに限ります。）は、契約の解除があったＸｉに
係る定期契約に係る起算⽇から起算して２年が経過することとなる⽇をもって満了となります。 

 
 
 
 
４〜５ （略） 
 
第 23 条の 15 （略）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



６ 当社は、フリーコースを選択している契約者から定期契約の解除と同時に新たにＸｉ契約に係る定期契約（Ｘｉ契約約款に規定す
るものをいいます。）を締結する申出があったときは、そのＸｉ契約に係る定期契約において、フリーコースを選択する場合に限り、その申
出を承諾します。 

 
第 24 条 （略） 

 
第４章 ＦＯＭＡユビキタス契約 
 

第１節 （略） 
 
第２節 第１種ＦＯＭＡユビキタス⼀般契約 
 

第 24 条の３〜第 24 条の６ （略） 
 
（その他の提供条件） 
第 24 条の７ 当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス⼀般契約のＦＯＭＡユビキタスにおけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号

保管、定期契約者が⾏うフリーコースの選択、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものと
します。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
第３節 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約 

 
第 24 条の８〜第 24 条の 13 （略） 
 
（その他の提供条件） 
第 24 条の 14  その他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、定期契約者が⾏うフリーコースの選択、料⾦表及び別表に定めるもの

を除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
第 4 節 第２種ＦＯＭＡユビキタス⼀般契約 

 
第 24 条の 15〜第 24 条の 20 （略） 
 
（その他の提供条件） 
第 24 条の 21 その他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、定期契約者が⾏うフリーコースの選択、料⾦表及び別表に定めるもの

を除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
 

第５節 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約 
 
第 24 条の 22〜第 24 条の 25 （略） 
 

 
 
 
 

第 24 条 （略） 
 

第４章 ＦＯＭＡユビキタス契約 
 

第１節 （略） 
 
第２節 第１種ＦＯＭＡユビキタス⼀般契約 

 
第 24 条の２〜第 24 条の６ （略） 
 
（その他の提供条件） 
第 24 条の７ 当社は、第１種ＦＯＭＡユビキタス⼀般契約のＦＯＭＡユビキタスにおけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番

号保管、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
 

第３節 第１種ＦＯＭＡユビキタス定期契約 
 
第 24 条の８〜第 24 条の 13 （略） 
 
（その他の提供条件） 
第 24 条の 14  その他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭ

Ａの場合に準ずるものとします。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
第 4 節 第２種ＦＯＭＡユビキタス⼀般契約 

 
第 24 条の 15〜第 24 条の 20 （略） 
 
（その他の提供条件） 
第 24 条の 21 その他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭ

Ａの場合に準ずるものとします。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
 

第５節 第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約 
 
第 24 条の 22〜第 24 条の 25 （略） 
 



（その他の提供条件） 
第 24 条の 26 当社は、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約のＦＯＭＡユビキタスにおけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号

保管、定期契約者が⾏うフリーコースの選択、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものと
します。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
第４章の２ ＦＯＭＡ位置情報契約 

 
第 24 条の 27〜第 24 条の 30 （略） 
 
（その他の提供条件） 
第 24 条の 31 当社は、ＦＯＭＡ位置情報におけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、定期契約者が⾏うフリーコースの

選択、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
第４章の３ ＦＯＭＡプリペイド契約 

 
第 25 条〜第 31 条 （略） 
 
（その他の提供条件） 
第 32 条 当社は、当社が別に定める機能を有する端末設備を使⽤している者に限り、ＦＯＭＡプリペイドを提供します。 
２ （略） 
３ 当社は、ＦＯＭＡプリペイドにおけるその他の提供条件（2in1 利⽤、利⽤の⼀時中断、電話番号保管、契約者の⽒名等の変更の

届出、名義変更、定期契約者が⾏うフリーコースの選択、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に
準ずるものとします。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
第４章の４ ＦＯＭＡ特定接続契約 
 

第 33 条〜第 38 条 （略） 
 
（その他の提供条件） 
第 39 条 当社は、ＦＯＭＡ特定接続におけるその他の提供条件（請求による契約者識別番号の変更、ＦＯＭＡの利⽤の⼀時中

断、ＦＯＭＡの電話番号保管、定期契約者が⾏うフリーコースの選択、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯ
ＭＡの場合に準ずるものとします。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
第 40 条〜第 44 条 （略） 
 

第５章〜第８章 
 
第９章 通信 

  

（その他の提供条件） 
第 24 条の 26 当社は、第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約のＦＯＭＡユビキタスにおけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話

番号保管、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
 

第４章の２ ＦＯＭＡ位置情報契約 
 
第 24 条の 27〜第 24 条の 30 （略） 
 
（その他の提供条件） 
第 24 条の 31 当社は、ＦＯＭＡ位置情報におけるその他の提供条件（ＦＯＭＡの電話番号保管、料⾦表及び別表に定めるも

のを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
第４章の３ ＦＯＭＡプリペイド契約 

 
第 25 条〜第 31 条 （略） 
 
（その他の提供条件） 
第 32 条 当社は、当社が別に定める機能を有する端末設備を使⽤している者に限り、ＦＯＭＡプリペイドを提供します。 
２ （略） 
３ 当社は、ＦＯＭＡプリペイドにおけるその他の提供条件（2in1 利⽤、利⽤の⼀時中断、電話番号保管、契約者の⽒名等の変

更の届出、名義変更、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとします。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
 

第４章の４ ＦＯＭＡ特定接続契約 
 

第 33 条〜第 38 条 （略） 
 
（その他の提供条件） 
第 39 条 当社は、ＦＯＭＡ特定接続におけるその他の提供条件（請求による契約者識別番号の変更、ＦＯＭＡの利⽤の⼀時

中断、ＦＯＭＡの電話番号保管、料⾦表及び別表に定めるものを除きます。）については、ＦＯＭＡの場合に準ずるものとしま
す。 
 ただし、ＦＯＭＡの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。 

 
第 40 条〜第 44 条 （略） 
 

第５章〜第８章 
 

第９章 通信 
 
 



 
 第１節 （略） 

 
 第２節 通信利⽤の制限 

 
（通信利⽤の制限） 
第 59 条 ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、回線卸ＦＯＭＡ、及び回線卸Ｘｉ（卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをいい

ます。以下同じとします。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合におい
て、当社は、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは
電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信
を優先的に取り扱うため、別表６（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲げる機関に提供しているＦＯＭＡ（当社がそれらの機
関との協議により定めたものに限ります｡)以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置（特定の地域の契約者回線等への通信を中⽌
する措置を含みます｡)をとることがあります。 

２〜６ （略） 
７ 当社は、前６項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪⾏為⼜はその他法令に違反する⾏為により取得されたと当社が判断

し⼜は代⾦債務（端末設備に係る分割⽀払⾦、割引⾦額及びその違約⾦等、ＦＯＭＡサービス取扱所における端末設備の購⼊に
係る債務をいいます。）の履⾏が為されていない⼜は履⾏が為されない恐れがあると当社が判断して取扱所交換設備に登録した⾃営
端末設備が、契約者回線に接続されたときは、その⾃営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利⽤を制限する措置をとるこ
とがあります。 

８〜９ （略） 
（注）（略） 
 
第 59 条の２〜第 60 条（略） 
 

第３節〜第４節 （略） 
 
第 10 章〜第 14 章 （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第１節 （略） 

 
第２節 通信利⽤の制限 

 
（通信利⽤の制限） 
第 59 条 ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、回線卸ＦＯＭＡ、及び回線卸Ｘｉ（卸携帯電話サービス契約約款に規定するものを

いいます。以下同じとします。）に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合
において、当社は、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通
信若しくは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を
内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表６（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲げる機関に提供しているＦＯＭＡ
（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります｡)以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置（特定の地域の契約者
回線等への通信を中⽌する措置を含みます｡)をとることがあります。 

２〜６ （略） 
７ 当社は、前６項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪⾏為⼜はその他法令に違反する⾏為により取得されたと当社が判

断して取扱所交換設備に登録した⾃営端末設備が、契約者回線に接続されたときは、その⾃営端末設備が接続された契約者回
線からの通信の利⽤を制限する措置をとることがあります。 

 
 
８〜９ （略） 
（注）（略） 
 
第 59 条の２〜第 60 条（略） 
 

第３節〜第４節 （略） 
 

第 10 章〜第 14 章 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
料⾦表 
通則 （略） 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 基本使⽤料 

１ 適⽤ 
基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 

(1) ＦＯＭＡの基本
使⽤料の適⽤ 

ア〜ヒ （略） 
フ 契約者は、⼀般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結、定期契約の解除と同時に新たに⼀般

契約を締結したとき、総合利⽤プランに係る定期契約の解除と同時に新たにデータ専⽤プランに係る定
期契約を締結、データ専⽤プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総合利⽤プランに係る定期契
約を締結、フリーコースを選択若しくは廃⽌⼜は基本使⽤料の料⾦種別を変更する場合であって、当
該⽉におけるＸｉ契約の締結、フリーコースの選択若しくは廃⽌及び料⾦種別の変更の合計回数が
当社が別に定める回数を超えるときは、第５（⼿続きに関する料⾦）に規定する⼿続きに関する料⾦
の⽀払いを要します。 

（注）（略） 
（略） （略） 
(4)の２ Ｕ25 応援割
の適⽤ 

ア （略） 
イ 本割引の選択に係る申出を⾏うことができる者は、総合利⽤プラン及び第３（通信料）の１の(7)の

３に規定するデータ定額パック（ビジネスシェアパックを除きます。以下この欄において同じとします。）を
選択しているＦＯＭＡ契約者であって、次のいずれかに該当する者に限ります。 
(ア)  満 26 歳に満たない者であって、第２種⼀般契約⼜は第２種定期契約を締結している者。 
 
 
(イ) （略） 

ウ〜ケ （略） 
（略） （略） 
２ （略） 
 
第２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
料⾦表 
第１表 料⾦ 
 第１ 基本使⽤料 

１ 適⽤ 
 

基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1) ＦＯＭＡの基本
使⽤料の適⽤ 

ア〜ヒ （略） 
フ 契約者は、⼀般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結、定期契約の解除と同時に新たに⼀

般契約を締結したとき、総合利⽤プランに係る定期契約の解除と同時に新たにデータ専⽤プランに係
る定期契約を締結、データ専⽤プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総合利⽤プランに係る
定期契約を締結⼜は基本使⽤料の料⾦種別を変更する場合であって、当該⽉におけるＸｉ契約の
締結及び料⾦種別の変更の合計回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第５（⼿続きに関
する料⾦）に規定する⼿続きに関する料⾦の⽀払いを要します。  

 
（注）（略） 

（略） （略） 
(4)の２ Ｕ25 応援割
の適⽤ 

ア （略） 
イ 本割引の選択に係る申出を⾏うことができる者は、総合利⽤プラン及び第３（通信料）の１の(7)

の３に規定するデータ定額パック（ビジネスシェアパックを除きます。以下この欄において同じとしま
す。）を選択しているＦＯＭＡ契約者であって、次のいずれかに該当する者に限ります。 
(ア)  満 26 歳に満たない者であって、第２種⼀般契約（その契約に係るＦＯＭＡが、(2)に規定

する⾝体障がい者等割引の適⽤を受けているものに限ります。以下この欄において同じとしま
す。）⼜は第２種定期契約を締結している者。 

(イ) （略） 
ウ〜ケ （略） 

（略） （略） 
２ （略） 
 
第２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
第３ 通信料 
  １ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(略) （略） 
(7)の４ データ通信
モードの定額通信料
に係るのデータ定額
共有 

ア （略） 
イ  データ定額共有とは、共有回線群（ウに規定する共有代表回線及びオに規定する共有対象回線によ

り構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ、第２種Ｘｉユビキ
タス、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限ります。）及びＦＯＭＡユビキタス（第２種ＦＯＭＡユビ
キタス契約に係るものに限ります。）に係る累計課⾦対象データ量を合算して、ウに規定する共有代表回
線に係る契約者が選択しているデータ定額パックを適⽤する取扱いをいいます。 

ウ （略） 
エ  前項の規定にかかわらず、共有回線群の共有代表回線がフリーコースを選択している場合を除き、フリ

ーコースを選択している共有対象回線との間で共有回線群を構成することができません。 
オ〜カ （略） 
キ  カの規定にかかわらず、シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、

１の共有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、当社は、共有代表回線
に係る契約者が、共有代表回線と同⼀のシングルパックを選択したものとみなして取扱います。 

ク  カ⼜はキの規定により選択したシングルパック等に係る定額通信料については、共有代表回線との間の
データ定額共有を選択している期間において、その⽀払いを要しません。 

ケ （略） 
コ  データ定額共有の開始は、カ⼜はキに規定する申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉か

らとします。 
 ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉から適⽤します。 
(ア) 第２種契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額共有を選択した場合であって、ヌの

規定によりその共有代表回線を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及び
ＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていないとき。 

(イ) （略） 
サ〜シ （略） 
ス  シに規定する定額通信料については⽇割しません。 

ただし、ＦＯＭＡを利⽤することができない期間があった場合の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使
⽤料の取扱いに準ずるものとします。 

セ  スの規定にかかわらず、料⾦⽉の初⽇以外にＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サー
ビスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があっ
たときは、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、その選
択があった⽇から当該料⾦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 
 ただし、当該料⾦⽉の末⽇までにそのデータ定額パックの廃⽌若しくは区分の変更⼜は共有代表回線の
変更があったときはこの限りでありません。 

ソ  当社は、第１（基本使⽤料）の(4)の２に規定するＵ25 応援割の適⽤を受けているＦＯＭＡが、
オに規定する共有対象回線であるときは、共有回線群に係る定額データパックに関する定額上限値に、
１ＧＢを加算します。 

タ〜ツ （略） 
テ  当社は、共有回線群に属するＦＯＭＡに係る契約者からデータ定額共有を廃⽌する申出があった場

 
第３ 通信料 
  １ 適⽤ 

基 本 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(略) （略） 
(7)の４ データ通信
モードの定額通信料
に係るのデータ定額
共有 

ア （略） 
イ  データ定額共有とは、共有回線群（ウに規定する共有代表回線及びエに規定する共有対象回線に

より構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ、第２種Ｘｉユ
ビキタス、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限ります。）及びＦＯＭＡユビキタス（第２種ＦＯＭ
Ａユビキタス契約に係るものに限ります。）に係る累計課⾦対象データ量を合算して、ウに規定する共
有代表回線に係る契約者が選択しているデータ定額パックを適⽤する取扱いをいいます。 

ウ （略） 
 
 
エ〜オ （略） 
カ  オの規定にかかわらず、シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、

１の共有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、当社は、共有代表回
線に係る契約者が、共有代表回線と同⼀のシングルパックを選択したものとみなして取扱います。 

キ  オ⼜はカの規定により選択したシングルパック等に係る定額通信料については、共有代表回線との間の
データ定額共有を選択している期間において、その⽀払いを要しません。 

ク （略） 
ケ  データ定額共有の開始は、オ⼜はカに規定する申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉

からとします。 
 ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦⽉から適⽤します。 
(ア) 第２種契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額共有を選択した場合であって、ニの

規定によりその共有代表回線を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及
びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていないとき。 

(イ) （略） 
コ〜サ （略） 
シ  サに規定する定額通信料については⽇割しません。 

 ただし、ＦＯＭＡを利⽤することができない期間があった場合の取扱いについては、ＦＯＭＡの基本
使⽤料の取扱いに準ずるものとします。 

ス  シの規定にかかわらず、料⾦⽉の初⽇以外にＦＯＭＡ契約の締結（当社が提供する電気通信サー
ビスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択が
あったときは、通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に準じて、その定額通信料を、
その選択があった⽇から当該料⾦⽉の末⽇までの⽇数に応じて⽇割します。 
 ただし、当該料⾦⽉の末⽇までにそのデータ定額パックの廃⽌若しくは区分の変更⼜は共有代表回
線の変更があったときはこの限りでありません。 

セ  当社は、第１（基本使⽤料）の(4)の２に規定するＵ25 応援割の適⽤を受けているＦＯＭＡ
が、エに規定する共有対象回線であるときは、共有回線群に係る定額データパックに関する定額上限
値に、１ＧＢを加算します。 

ソ〜チ （略） 
ツ  当社は、共有回線群に属するＦＯＭＡに係る契約者からデータ定額共有を廃⽌する申出があった



合のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃⽌します。この場合において、その廃⽌
のあったＦＯＭＡが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回線を指定してい
いただきます。 
(ア)〜(イ) （略） 
(ウ) チの(ウ)、ヌの(ウ)⼜はネの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 
(エ) （略） 

ト  テの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属する
共有対象回線とのデータ定額共有を廃⽌します。この場合において、共有代表回線に係る契約者は、そ
のデータ定額共有の廃⽌に係る紛議が⽣じたときは、当事者間において問題を解決していただきます。 

 
ナ  テの規定により廃⽌のあったＦＯＭＡ⼜はＦＯＭＡユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃⽌

があった⽇を含む料⾦⽉までデータ定額共有の対象とし、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉か
ら(7)の３のウ⼜はナの規定により選択したシングルパック等を適⽤します。 
 ただし、その廃⽌があった⽇からその廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の末⽇までの間にデータ定額パックに係
る区分の変更⼜はデータ定額パックの廃⽌があったときは、この限りでありません。 

ニ  ウからナの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略）  

ヌ  ウからナの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略）  

ネ  ウからナの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(イ) （略） 

ノ （略）  
ハ  ノに規定するほか、分割請求の適⽤は次の(ア)から(オ)に定めるところによります。 

(ア)〜(オ) （略） 
(8)の４ データ定額
パックに係る定額通
信 料 の ⽉ 極 割 引
（ずっとドコモ割）の
適⽤ 

ア  当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＸｉに係る定額通信料について、当該料⾦⽉のそのＸ
ｉ契約に係る経過期間に応じて、次の(ア)⼜は(イ)に定める額の割引を適⽤します。 
 ただし、契約者が第 23 条の 16（定期契約者が⾏うフリーコースの選択）の規定により料⾦⽉の末⽇
にフリーコースを選択している場合は、この限りでありません。 

(ア) (イ)以外のもの 

経過期間 定額料の減額（⽉額） 

 シェアパック５ 

(⼩容量）及び

ビジネスシェアパ

ッ ク ５ （ ⼩容

量） 

シェアパック10 

(⼩容量）⼜は

ビジネスシェアパ

ック10 

シェアパック15 

(標準）⼜はビ

ジネスシェアパッ

ク15 

シェアパック20 

(⼤容量）⼜は

ビジネスシェアパ

ック20 

シェアパック30 

(⼤容量）⼜は

ビジネスシェアパ

ック30 

48か⽉超え96か⽉

まで 

100円 400円 600円 800円 1,000円

場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ定額共有を廃⽌します。この場合において、その
廃⽌のあったＦＯＭＡが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から新たに共有代表回線を指
定していいただきます。 
(ア)〜(イ) （略） 
(ウ) タの(ウ)、ニの(ウ)⼜はヌの(イ)に規定する条件を満たさなくなったとき。 
(エ) （略） 

テ  ツの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出があったときは、共有回線群に属する
共有対象回線とのデータ定額共有を廃⽌します。この場合において、共有代表回線に係る契約者は、
そのデータ定額共有の廃⽌に係る紛議が⽣じたときは、当事者間において問題を解決していただきま
す。 

ト  ツの規定により廃⽌のあったＦＯＭＡ⼜はＦＯＭＡユビキタスが共有対象回線であるときは、その廃
⽌があった⽇を含む料⾦⽉までデータ定額共有の対象とし、その廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の翌料
⾦⽉から(7)の３のウ⼜はナの規定により選択したシングルパック等を適⽤します。 
 ただし、その廃⽌があった⽇からその廃⽌があった⽇を含む料⾦⽉の末⽇までの間にデータ定額パックに
係る区分の変更⼜はデータ定額パックの廃⽌があったときは、この限りでありません。 

ナ  ウからトの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略）  

ニ  ウからトの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(ウ) （略）  

ヌ  ウからトの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の適⽤は、次のとおりとします。 
(ア)〜(イ) （略） 

ネ （略）  
ノ  ネに規定するほか、分割請求の適⽤は次の(ア)から(オ)に定めるところによります。 

(ア)〜(オ) （略） 
(7)の５ データ定額
パックに係る定額通
信 料 の ⽉ 極 割 引
（ずっとドコモ割）の
適⽤ 

ア  当社は、データ定額パックの適⽤を受けているＦＯＭＡに係る定額通信料について、当該料⾦⽉のそ
のＦＯＭＡ契約に係る経過期間に応じて、次の(ア)⼜は(イ)に定める額の割引を適⽤します。 

 
 
(ア) (イ)以外のもの 

経過期間 定額料の減額（⽉額） 

 シェアパック５
(⼩容量)及び
ビジネスシェア
パック５（⼩
容量） 

シェアパック10 
(⼩容量)⼜は
ビジネスシェア
パック10 

シェアパック15
（標準）⼜は
ビジネスシェア
パック15 

シェアパック20 
(⼤容量)⼜は
ビジネスシェア
パック20 

シェアパック30 
(⼤容量)⼜は
ビジネスシェア
パック30 

72か⽉超え96か⽉
まで 

― 300円 300円 600円 800円 



96か⽉超え120か

⽉まで 

200円 600円 800円 1,000円 1,200円

120か⽉超え180

か⽉まで 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,800円

180か⽉超 800円 1,000円 1,200円 1,800円 2,500円

 
 
 
 
 
 
(イ) シングルパック⼜はらくらくパックに係るもの 

経過期間 定額料の減算（⽉額） 

データＳパック（⼩

容量）⼜はらくらくパ

ック 

デ ー タ Ｍ パ ッ ク （ 標

準） 

データＬパック（⼤

容量） 

48か⽉超え96か

⽉まで 

－ 100円 200円 

96か⽉超え120か

⽉まで 

－ 200円 400円 

120か⽉超え180

か⽉まで 

－ 600円 600円 

180か⽉超 600円 800円 800円 
イ （略） 
ウ （略） 
エ （略） 

２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 

96か⽉超え120か
⽉まで 

― 600円 600円 800円 1,000円 

120か⽉超え180
か⽉まで 

600円 800円 800円 1,000円 1,500円 

180か⽉超 800円 1,000円 1,000円 1,500円 2,000円 

 
 
 
 
 
 
(イ) シングルパック⼜はらくらくパックに係るもの 

経過期間 定額料の減額（⽉額） 

 データＳパック（⼩容量）⼜はらくら
くパック 

データＭパック（標準）⼜はデータ
Ｌパック（⼤容量） 

120か⽉超え180か⽉まで － 600円 

180か⽉超 600円 800円 

 
 
 
 
 
 
イ （略） 
ウ （略） 
エ （略） 

２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
第４ 定期契約等に係る解約⾦ 
  １ 適⽤ 

定 期 契 約 等 に 係 る 解 約 ⾦ 
(1) 削 除  
(2) 定期契約等に係る解約
⾦の適⽤除外 

ア  契約者は、次の場合には２（料⾦額）の規定にかかわらずその定期契約等に係る解約⾦の⽀払
いを要しません。 
(ア)〜(サ) （略） 
(シ) 第23条の16（定期契約者が⾏うフリーコースの選択）に規定するフリーコースを選択している契

約者に係る定期契約の解除があったとき。 
(ス) 契約期間が起算⽇（第 23 条（第１種定期契約の満了に伴う契約の更新等）に規定するも

のをいいます。）から起算して２年を超えている第２種ＦＯＭＡユビキタス定期契約の解除があった
とき。 

(セ) ＦＯＭＡ契約及びＸｉ契約に係る経過期間（料⾦表第１表第３の１（適⽤）の(8)の４
に定めるものをいいます。）が２年を超えているＦＯＭＡ契約者⼜はＸｉ契約者がＦＯＭＡ契約
に係る第１種⼀般契約若しくは第２種⼀般契約⼜はＸｉ契約に係る⼀般契約（Ｘｉサービス契
約約款に規定するものをいいます。）の解除と同時に新たに定期契約を締結した場合であって、その
⼀般契約の解除があった⽇を含む暦⽉の初⽇から起算して翌暦⽉の末⽇までの間に新たに締結し
た定期契約の解除があったとき。 

 イ〜コ （略） 
２ （略） 
 
 
 
第５〜第７ （略） 
 
第２表〜第７表 （略） 
 
別表１〜別表８ （略） 
 
別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通
話モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電
気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

 
第４ 定期契約等に係る解約⾦ 
  １ 適⽤ 

定 期 契 約 等 に 係 る 解 約 ⾦ 
(1) 削 除  
(2) 定期契約等に係る解約
⾦の適⽤除外 

ア  契約者は、次の場合には２（料⾦額）の規定にかかわらずその定期契約等に係る解約⾦の⽀払
いを要しません。 
(ア)〜(サ) （略）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ〜コ （略） 

２ （略） 
 
 
 
第５〜第７ （略） 
 
第２表〜第７表 （略） 
 
別表１〜別表８ （略） 
 
別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 

１ ２以外のもの 
 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通話
モード⼜は 64kb/sデジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通
信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 



南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ベルギー王国 Telenet Group BVBA 
（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

ORANGE Belgium nv/SA 
（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ベルギー王
国 

BASE Company nv/sa 
（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Mobistar S.A 
（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 



ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

エジプト・アラブ共
和国 

Orange Egypt for 

Telecommunications （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 28 年 7 ⽉ 31 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 
提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 

 

２ （略） 

 
別表 10 （略） 

 
 
    附 則（平成 28 年５⽉ 31 ⽇経企第 254 号） 
  （実施期⽇） 
 １ この改正規定は、平成 28 年 6 ⽉１⽇から実施します。 
  （経過措置） 
 ２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおりと

します。 
 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

エジプト・アラブ
共和国 

The Egyptian Company for 

Mobile Service 
（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 28 年 6 ⽉ 30 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 
提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 
 

２ （略） 

 
別表 10 （略） 
 

 



I P 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 

第１章〜第 15 章 （略） 
 

料⾦表 
第１表 （略） 
 
第２表 ⼯事費 
 １ 適⽤ 

⼯   事   費   の   適   ⽤ 

（略） （略） 

(3) 交換機等⼯事費、

回線終端装置⼯事費

及び機器⼯事費の適

⽤ 

交換機等⼯事費、回線終端装置⼯事費及び機器⼯事費は、次の場合に適⽤します。 

区  分 交換機等⼯事費等の適⽤ 

 （略） （略） 

 エ 配線経路構築

⼯事費 

契約者回線の設置⼜は移転に伴い、その契約者回線の終端のある構

内（これに準ずる区域内を含みます。）⼜は建物内において、配線経

路構築の⼯事を要すると当社が認めた場合にかぎり適⽤します。 

 
 

（略） （略） 

(6) 割増⼯事費の適⽤ ア 当社は、契約者からその契約者回線の設置若しくは移転⼜は品⽬の変更に関する⼯事

（交換機等⼯事に関する基本⼯事費のみ適⽤となる場合を除きます。）を⼟曜⽇、⽇

曜⽇及び祝⽇（国⺠の祝⽇に関する法律（昭和23年法律第178号）の規定により休

⽇とされた⽇並びに１⽉２⽇、１⽉３⽇及び12⽉29⽇から12⽉31⽇までの⽇をいいま

す。）に⾏ってほしい旨の申出があった場合（配線経路構築⼯事費に係る⼯事の場合

は、回線終端装置⼯事費に係る⼯事の施⼯⽇に限ります。）であって、その申出を当社

が承諾した場合、その⼯事に関する⼯事費の合計額に、１の⼯事ごとに税抜額 3,000

円(税込額 3,240円)を加算して適⽤します。 

イ〜エ （略） 

 
第１章〜第 15 章 （略） 

 
料⾦表 （略） 
第１表 （略） 
 
第２表 ⼯事費 
 １ 適⽤ 

⼯   事   費   の   適   ⽤ 

（略） （略） 

(3) 交換機等⼯事費、

回線終端装置⼯事費

及び機器⼯事費の適

⽤ 

交換機等⼯事費、回線終端装置⼯事費及び機器⼯事費は、次の場合に適⽤します。 

区  分 交換機等⼯事費等の適⽤  

 （略） （略）  

 エ 配線経路構築

⼯事費 

第１種契約に係る契約者回線の設置⼜は移転に伴い、その契約者回

線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）⼜は建物内

において、配線経路構築の⼯事を要すると当社が認めた場合にかぎり適

⽤します。 

 

（略） （略） 

(6) 割増⼯事費の適⽤ ア 当社は、第１種契約に係る契約者からその契約者回線の設置若しくは移転⼜は品⽬の

変更に関する⼯事（交換機等⼯事に関する基本⼯事費のみ適⽤となる場合を除きま

す。）を⼟曜⽇、⽇曜⽇及び祝⽇（国⺠の祝⽇に関する法律（昭和23年法律第178

号）の規定により休⽇とされた⽇並びに１⽉２⽇、１⽉３⽇及び12⽉29⽇から12⽉

31⽇までの⽇をいいます。）に⾏ってほしい旨の申出があった場合（配線経路構築⼯事

費に係る⼯事の場合は、回線終端装置⼯事費に係る⼯事の施⼯⽇に限ります。）であっ

て、その申出を当社が承諾した場合、その⼯事に関する⼯事費の合計額に、１の⼯事ごと

に税抜額 3,000円(税込額 3,240円)を加算して適⽤します。 

イ〜エ （略） 



（略） （略） 
２ （略） 

第３表 （略） 
 
別表１〜別表２ （略） 

 
附 則（平成 28 年５⽉31⽇経企第 254 号） 

この改正規定は、平成 28 年 6⽉1⽇から実施します。 

（略） （略） 
２ （略） 

第３表 （略） 
 
別表１〜別表２ （略） 
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